
様式第１号（第４条、第５条関係）

名

月 日 （ ） ： ～ ： 円

月 日 （ ） ： ～ ： 円

月 日 （ ） ： ～ ： 円

月 日 （ ） ： ～ ： 円

円

年 月 日

年 月 日  御前崎市長   印　　　　

御前崎市研修センター利用許可申請書兼許可書

有 ・ 無 ※１．２参照 利用人数 50

□　１階１０１会議室
□　２階大研修室

□放送設備　□スクリーン　□ホワイトボード　□ピアノ　□空調設備
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

利 用 会 場

使 用 器 具
・ 備 品 等

利 用 目 的 公共施設利用研修会

□　１階１０２会議室
□　２階小研修室

入場料・商
業宣伝等の
有 ・ 無

合　計

利用者（申請者）

住　所

氏　名
(団体名)

利 用 日 時

使 用 料

　御前崎市長　様

　　上記のとおり御前崎市研修センターを利用したいので申請します。

午前
・

午後

午前
・

午後

午前
・

午後

午前
・

午後

午前
・

午後

午前
・

午後

午前
・

午後

午前
・

午後

加算（　　　　　円）・　免除

入場料とは、利用者から徴収する金銭のことで人件費を含む入会費・会費・月謝などはこれ
に類するものとみなします。ただし、資料代その他の実費相当額のみを徴収する場合は該当
しません。

※１又は２に該当する場合は、所定使用料の100分の200に相当する額を加算します。

受付印

　　

上記について申請のとおり利用を許可します。

注
意
事
項

１．本許可書を利用前に職員に提示してください。

２．御前崎市研修センター条例及び御前崎市研修センター条例施行規則を

※１

５．その他不明な点がある場合は、事前に職員に確認してください。　

令和 5 5

　　守ってください。

1

御前崎市池新田5585番地

御前崎　太郎（財政課）

0537 - 85 - 1112

３．利用時間を厳守してください。

４．利用後の清掃及び整理整頓を行ってください。

※２ 商業宣伝若しくは営業又はその他の類以行為を目的として使用する場合も同様とします。

連絡先

✔

✔

9 00 12 007 1 土

ここに記載した内容が
領収書の宛名となります。

公共団体等が利用する場合や営利目的の場合など
通常料金と異なる場合があります。窓口で申し出てください。

記入例



令和５年７月１日から研修センターの使用につきまし
ては、これまで無料で貸し出しをしていましたが有料に
なりました。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

御前崎市役所 財政課 資産経営係 0537-85-1112

お問い合わせ

使用料 （円）税込

※入場料を徴収する場合や商業宣伝、営業などで使用する場合は、使用料が
上記区分の３倍になります。

区分

室名 市内 市外 市内 市外 市内 市外

102会議室 880 1,320 880 1,320 1,040 1,560

大研修室 1,100 1,650 1,100 1,650 1,320 1,980

小研修室 660 990 660 990 780 1,170

午前
8：15～12：00

午後
13：00～17：00

夜間
18：00～21：00

研修センターの有料化について


